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平成２０年度バイオマス利活用加速化事業 応募要領 
 

 

１ 目的 

平成18年３月に閣議決定された「バイオマス・ニッポン総合戦略」では、平成22年までにバ

イオマスタウンを300 程度構築することが目標値として掲げられている中、平成20年 7月末現

在153市町村等でバイオマスタウン構想が公表され、地域の実情に応じたバイオマス利活用の取

り組みが進められているなど、一定の成果を挙げているところである。 

一方で、地球温暖化対策や地域活性化が喫緊の課題となる中、より有効なバイオマス利活用を

推進するため、従来の枠組みを超えた新たなバイオマスタウン構想の策定や、バイオマスタウン

構築の現状及び効果の把握などを行うことが必要である。 

このため、複数の市町村の連携による広域化などバイオマスタウンのさらなる発展モデルを構

築するとともに、バイオマスタウン構想策定市町村の現状やその成功要因の分析、バイオマスタ

ウン構築により期待される将来の効果の予測などを行う。 

 

２ 事業内容（別表１のとおり） 

（１）バイオマスタウンのさらなる発展モデルの構築（バイオマスタウンの広域化） 

（２）バイオマスタウンのさらなる発展モデルの構築（新たな取組） 

（３）バイオマスタウンの現状の把握 

（４）バイオマスタウンの将来の効果の予測 

 

３ 応募団体の要件 

本事業に応募できる者は、次の（１）及び（２）の双方に適合する者とする。 

（１）対象者 

民間団体（民間企業、公益法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特

殊法人、認可法人、独立行政法人）のいずれかに該当する者。 

（２）参加資格 

① 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保

佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別

の理由がある場合に該当する。 

② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

③ 平成 19・20・21 年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」

で、「Ａ」、「Ｂ」または「Ｃ」の等級に格付けされた者。なお、競争参加資格のない者は、

応募締切日までに競争参加資格を登録することとする。 

競争参加資格登録についての問い合わせ先 

                  農林水産省大臣官房経理課調達班 

                  電話：０３－３５９１－６７５３（直通） 

 

④ バイオマス並びに環境関連分野、農林水産分野における学術的・先進的な調査研究を行

うために必要な能力及び組織体制を有し、かつ本事業に係る経理及びその他の事務につい

て適切な管理体制及び処理能力を有すること。 
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４ 応募期間 

平成20年８月29日（金）～９月24日（水）12:00までの27日間とする。 

 

５ 事業説明会の開催 

（１）本事業に関する説明会を以下の日程で開催する。 

①日 時 ： 平成20年９月10日（水）11:00～12:00 

②場 所 ： 農林水産省仮設庁舎会議室（仮設庁舎（本館南側） ２階 ） 

出席を希望する者は、「事業説明会出席届」（別紙様式第１号）を、事業説明会当日9:30 ま

でに20の「応募・照会窓口」へ提出すること（ＦＡＸ可）。 

（２）説明会への出席の有無は、３の応募資格とはしない。 

 

６  応募可能単位 

本事業への応募は、別表１に示す１つの区分につき１者あたり１応募に限ることとする。なお、

１者が複数の区分に対して応募することは妨げない。 

 

７  企画提案書の作成について 

別紙様式第３号に基づき企画提案書を作成することとする。 

 

８ 事業費積算表（別紙様式第４号）の作成について 

別紙様式第４号に基づき、企画提案内容に要する事業費を記載することとする。 

 

９ 企画提案書等の提出期限等 

企画競争への参加希望者は、以下の書類を持参又は郵送により提出することとする。なお、郵

送の場合にも下記提出期限必着とする。 

（１）提出書類と提出部数 

①企画競争に関する応募表明並びに企画提案書の提出について（別紙様式第２号） （正１部） 

②企画提案書（別紙様式第３号）                   （正１部、副５部） 

③事業費積算表（別紙様式第４号）                  （正１部、副５部） 

④過去に実施した類似事業のリスト（様式任意）             （正１部、副５部） 

（２）提出期限 

平成20年９月24日（水）12:00必着 

（３）受付時間等 

①受付曜日・時間 ： 月曜日～金曜日（祝祭日除く）10:00～12:00及び13:00～17:00 

②受付場所    ： 20の「応募・照会窓口」 

 

10 企画提案会の開催 

（１）企画提案書の提出者は、農林水産本省庁舎内で開催する企画提案会において、企画提案書等

の説明を行う。説明時間は１者当たりおおむね20分間（10分間の質疑応答を含む）とする。 

（２）企画提案会の日時等 

①開 催 日 ： 平成20年９月29日（月） 

②場   所  ： 農林水産省共用第12会議室（本館７階 ドア番号：本７３５ ） 

③開催時間 ： 別途連絡 
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11 委託契約予定者の選定について 

（１）企画提案会での説明等を踏まえて、提出された企画提案書、事業費積算表、過去の実績等の

審査・採点を行うため、外部有識者等による「企画提案書審査委員会」（以下「審査委員会」

という。）を設置し、非公開で採点を行う。 

（２）審査委員会は、別表１に示す区分（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）毎に得点の最上位者を委託契約予定者

として選定することとする（同得点の者が複数ある場合は、その中から審査委員会が選定した

者とする）。 

ただし、委託契約予定者から事業企画採択辞退届（別紙様式第５号）の提出があった場合は、

得点が次に高かった者を委託契約予定者として選定することとする。 

 （３）最上位の企画提案の得点が総合計得点の７割に満たない場合には、採択を見送ることとし、

再度公募による企画競争を実施することとする。 

（４）審査の内容については、非公開とする。 

 

12 審査基準 

企画提案書の採点に当たっては、本委託事業の目的に即しているか、十分に審査した上で次の

項目について採点を行う。 

（１）企画提案内容 

①企画提案された調査分析方法、内容が優れていること 

②企画提案された調査実施に対する体制が整備されていること 

③企画提案された調査事業全体が着実に実施される可能性が高いこと 

④企画提案された調査の経済性が優れていること 

（２）企画提案主体の実績 

（３）本委託事業に関する理解度が高く事業実施の意図と合致していること 

 

13 審査結果の通知 

審査の結果は、審査委員会開催後、概ね２週間以内に提案者に対し文書により通知する。 

 

14 企画提案書等の取扱い 

提出された企画提案書等の取扱は、以下のとおりとする。 

（１）提出した企画提案書等は変更又は取り消しができない。 

（２）提出された企画提案書等は返却しない。 

（３）企画提案書は、本事業の採点及び審査以外には無断で使用しない。 

（４）企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

（５）要件を有しない者が提出した企画提案書等は、無効とする。 

（６）企画提案書等の作成等に要する費用は、選定の成否を問わず応募者が負担するものとする。 

 

15 契約 

（１）本事業の契約単位は、別表１に示す区分（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）毎に１件とする。 

（２）本事業に係る契約限度額は、別表１に示す区分（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）毎に、それぞれ10,000,000

円、10,000,000円、10,000,000円、14,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

（３）本事業に係る契約は、委託契約予定者と委託契約の協議が整い次第締結する。ただし、契約
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条件が合致しない場合には、委託契約の締結が出来ないこともある。 

（４）契約の期間 

       委託契約締結の日から平成21年３月13日までとする。 

（５）実績報告 

本委託事業における受託者は、当該年度の受託に係る事業が終了したときは、実績報告書（契

約締結時に別途指示する様式による。）並びに委託事業の成果として電磁的記録媒体資料１部

を支出負担行為担当官に提出することとする。 

 

16 契約保証金 

会計法（昭和22年法律第35号）第29条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、予算決

算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の３第３号の規定により免除する。 

 

17 委託費の支払 

（１）当該事業が終了して、別途任命される検査員の検査の結果、契約の内容に適合すると認めた

ときは、委託費の額を確定し、契約者から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支

払いを行うものとする。 

       委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。 

（２）必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず、概算払いをすることが

できるものとする。 

 

18 重複申請等の制限 

提出された企画提案が、同一の内容で、既に農林水産省又は他省庁等の委託費や補助金等を受

けている場合は、審査の対象から除外され、又は採択の決定を取り消すこととする。 

なお、他の事業への申請段階（採択が決定していない段階）で、本事業に応募することは差し

支えないが、他の事業の採択結果やその内容によって、本事業の審査対象から除外され、採択の

決定が取り消される場合がある。 

 

19 著作権等の帰属 

本委託事業の実施によって取得した報告書等の著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利

を含む）、特許権、特許登録を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、

意匠登録を受ける権利等については、支出負担行為担当官が継承するものとする。 

 

20 応募・照会窓口 

本事業に関する書類の提出並びに問い合わせ等は、次のとおりとする。 

〒100-8950 

東京都千代田区霞が関1-2-1 

農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課 バイオマス推進室 

（南別館２階、ドア番号：別211 ） 

電 話：03-3502-8111（内線3293 ）  ＦＡＸ：03-3502-8274 

担当者：田島、尾室 
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別表１ 平成２０年度 バイオマス利活用加速化事業 事業課題 

区 

分 
事業課題 事業目的 事業内容 ※以下の内容を一体的に実施 

１．利用可能性調査 ２．利用実態、利用技術及び先進事例調

査 

３．モデルプラン完成 

対象地域におけるバイオマスの賦存

量、収集・運搬・変換の方法、利用方法、

変換後の残さの処理方法の実態や、研究

開発動向等を調査する。        

バイオマス利活用に関わる取組、課題

等の実態、先進技術の開発等について、

国内外の先進事例を調査し、作成するモ

デルプランとの比較検討を行う。 

別表２に示す項目を全て踏まえたモデ

ルプランを完成させる。 

特に、現状との比較におけるメリット・

デメリットを明らかにする。 

Ⅰ 

 

バイオマ

スタウンの

さらなる発

展モデルの

構築（バイ

オマスタウ

ンの広域

化） 

対象地域の広域化に

よりバイオマス利活用

の効率・可能性を高め、

さらにバイオマスタウ

ンを発展させるモデル

プランを作成する。 
 

【事業全体にわたる留意事項】 

・具体的な調査対象地域をその選定理由を付して提案すること。 

・具体的な調査対象地域は、バイオマスタウン構想未策定市町村を含む３地域以上とすること。 

・今回提案しようとするモデルプランの骨子を図を用いて簡潔に説明すること。 

・モデルプランは、川上から川下まで一貫したコスト削減等、現状の課題を認識した上で作成し、地域の全体のシステムの中で

の位置づけ、考え方を明確にすること。 

・実地での作業実験等によって定量的データ把握を行うこと。 

・調査分析方法の検討や結果の検証を行う有識者による検討委員会を設置すること。 

・事業成果については、成果報告書を作成するほか、成果全体を俯瞰できる概要編を作成すること。 

１.新たな発展方策の提示 ２．利用可能性調査 ３．利用実態、利用技術及び先進

事例調査 

４．モデルプラン完成 

これまでにない新たな取

組や連携などにより、さら

にバイオマスタウンを発展

させる新たな方策の概要を

提示す。 

対象地域におけるバイオマ

スの賦存量、収集・運搬・変換

の方法、利用方法、変換後の残

さの処理方法の実態や、研究開

発動向等を調査する。 

              

バイオマス利活用に関わる取

組、課題等の実態、先進技術の開

発等について、国内外の先進事例

を調査し、作成するモデルプラン

との比較検討を行う。 

別表２に示す項目を全て

踏まえたモデルプランを完

成させる。 

特に、現状との比較におけ

るメリット・デメリットを明

らかにする。 

Ⅱ バイオマ

スタウンの

さらなる発

展モデルの

構築（新た

な取組） 

これまでにない取組

や連携などにより、さ

らにバイオマスタウン

を発展させる方策を示

し、あわせてそのモデ

ルプランを作成する。 

【事業全体にわたる留意事項】 

（区分Ⅰにおける留意事項の他、以下を留意事項とする。） 

・提案する新たな方策は、「バイオマス・ニッポン総合戦略（平成１８年３月閣議決定）」に基づき政府が推進しているバイオマ

ス利活用の方針に反しないものとし、また区分Ⅰにおける課題と重複しないものとすること。 
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区 

分 
事業課題 事業目的 事業内容 ※以下の内容を一体的に実施 

１．バイオマスタウンアンケートの実施 ２．バイオマスタウンの現状調査、成功事例の要因等の分析 

バイオマスタウン構想を策定した全市町村（調査実施時点

までにさらに公表された市町村を含む）及び今後策定の意向

を持つ市町村に対し、次に掲げる内容について文書によるア

ンケート調査を実施する。 

① バイオマスタウン構想の進捗状況 

② バイオマスタウン構想推進の今後のスケジュール 

③ バイオマスタウン構想の推進体制     

④ バイオマスタウン構想の実現にあたっての問題点 

⑤ その他バイオマスタウン構想に係る必要な事項 

１.の調査結果を踏まえ、必要に応じ現地調査を実施し、次に

掲げる内容について調査・分析を行う。 

① バイオマスタウン構想推進の成功事例およびその成功要因 

② バイオマスタウン構想の実現にあたっての課題 

③ その他バイオマスタウン構想に係る必要な事項 

④ バイオマスタウン構想策定の意向を持つ市町村におけるバ

イオマスタウン構想策定の方向性 

 

Ⅲ バイオマ

スタウンの

現状の把握

バイオマス利活用を

さらに推進するため、

以下を実施し、その推

進方策の検討のための

材料を提供する。 
 
１．バイオマスタウン

アンケートの実施 
２．バイオマスタウン

構想策定市町村の現

状調査、成功・失敗要

因の分析 
 

【事業全体にわたる留意事項】 

・事業成果については、成果報告書を作成するほか、成果全体を俯瞰できる概要編を作成すること。 

・調査対象のうち、今後策定の意向を持つ市町村については、農林水産省で調査対象を指示する。 

・１．の調査内容については、農林水産省で平成20 年 6 月に実施したアンケート調査（別表３）を踏まえ、さらに詳細な調査

を実施するものとすること。 

１．個別のバイオマス利活用技術の予測される将来の経済的

効果、環境負荷低減効果 

２．バイオマスタウン構築により予測される将来の経済的効果、

環境負荷低減効果 

以下の調査・分析・評価を実施し、個別のバイオマス利活

用技術をバイオマスタウン構築の中で実現した場合に予測さ

れる将来のメリットを提示する。 

① 堆肥化やメタン発酵、バイオ燃料製造など、個別のバイ

オマス利活用の取り組みを実施した場合に予測される将

来の経済的効果 

② 同じく個別のバイオマス利活用の取り組みを実施した場

合に予測される将来の環境負荷低減効果 

③ その他必要な事項 

１．の調査結果を踏まえ、以下の調査・分析・評価を実施し、

バイオマスタウン構築により予測される将来の総合的なメリッ

トを提示する。 

① バイオマスタウンを構築することにより予測される将来の

総合的な経済的効果 

② バイオマスタウンを構築することにより予測される将来の

総合的な環境負荷低減効果 

③ その他必要な事項 

Ⅳ 

 

バイオマ

スタウンの

将来の効果

の予測 

バイオマス利活用を

さらに推進するため、

以下を実施し、その推

進方策の検討のための

材料を提供する。 
１．個別のバイオマス

利活用技術の経済的

効果予測、環境負荷低

減効果予測 
２．バイオマスタウン

構築の経済的効果予

測、環境負荷低減効果

予測 
 【事業全体にわたる留意事項】 

・事業成果については、成果報告書を作成するほか、成果全体を俯瞰できる概要編を作成すること。 

・調査方針の検討や結果の検証などを行う、有識者による検討委員会を設置すること。 

・成果を広く国民に周知する方法について具体的に提案すること。 
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別表２ バイオマスタウンモデルプラン作成にあたっての必須項目 

① 収集・運搬・変換・利用の各段階の取組内容・方法や導入技術 

② 定量的な物質フロー、エネルギー収支、温室効果ガス排出削減効果 

③ 経済性分析（生産・収集、プラントを設置する場合等のコスト評価） 

④ 発生する残さ等の処理方法 

⑤ 社会的効果、他地域への波及効果等 

⑥ 完成したモデルプランの展開方法（推進体制等） 

⑦ 関係者間の役割分担（コストや役務の負担、施設運営主体等） 
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別表３ 農林水産省で平成20年6月に実施したアンケート調査 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

は多肢選択（一部自由記述） は自由記述

都道府県 都道府県コード

市区町村名 市区町村ｺｰﾄﾞ(3桁)

回答部局

回答者

①貴市区町村にバイオマス担当部局がありますか。

　┗（担当部局がある場合）担当部局名、連絡先をご記入下さい。

②貴市区町村ではバイオマス関係の計画や指針等を作成していますか。
　┗（作成している場合）計画や指針の名称をご記入下さい。

計画の有無

    名　称
   

　　┗（検討している場合）いつごろ策定する予定ですか。

④貴市区町村はこれまでにバイオマスの利活用について何か具体的な取組を行っていますか。

取組の有無

　┗（取組を行っている場合）国の助成事業を利用しましたか。
　　┗（国の助成事業を利用した場合）どの省の事業を利用しましたか。

　┗（国の助成事業を利用しなかった場合）利用しなかった理由は何ですか。

　┗（取組を行っていない場合）まだ取組を行っていない理由を聞かせて下さい。

あり／なし

該当物

該当物

あり／なし

該当物

該当物

市区町村ｺｰﾄﾞは、右のページ(市区町村名・コード欄)から検索してください。http://www.e-stat.go.jp/

 アンケート回答用紙

連絡先（ＴＥＬ）
担当部局名
担当部局の有無

③（上記で「バイオマスタウン構想」を作成していない市区町村の方について）

⑥　⑤のバイオマスの中で処理に困っているものはありますか。

⑦　⑤のバイオマスの中で利活用を積極的に検討したいと考えているものはありますか。

     ※助成事業とは、国庫補助事業、交付金事業、ＮＥＤＯ委託事業等を指します。

　　貴市区町村ではバイオマスタウン構想の策定を検討していますか。

⑤バイオマスは再生可能な生物由来の有機性資源であり、家畜排せつ物、集排汚泥、間伐
　材・林地残 材、ナタネ、稲わら、食品廃棄物等幅広く存在しています。これらのバイオ
　マスのうち貴市区町村に豊富に存在するものは何ですか。

　┗（取り組む予定がある場合）いつどのようなことに取り組む予定ですか。
予定時期 取組内容

　┗（取り組む予定がない場合）取り組む予定がない理由は何ですか。

取組の有無

　┗どのような取り組みが行われていますか（廃食用油のリサイクル、堆肥化等）。

⑩貴市区町村議会で地域のバイオマスについての質問等が出たことがありますか。

　┗（ある場合）どのような内容でしたか（自由記述）。

⑪（この３年以内で）新聞等で地域のバイオマスが記事になったことがありますか。

⑫バイオマスの利活用を推進する上で、課題となるものはありますか。

　┗（ある場合）課題となるのはどのようなことですか。

　┗（ある場合）課題をクリアする上で、どのような支援が有効ですか。

⑭（関心があると答えた市区町村の方について）

⑧今後、バイオマスの利活用事業に取り組む予定はありますか。

注）回答が「その他（自由記述）」に該当する場合は、選択肢から選ぶのではなく、セルに直接、具体的な回答内容を記入
して下さい。

⑬バイオマスの利活用の他、太陽光、小水力、風力発電等、地域特有の自然エネルギーの利活用に関心が
ありますか。

⑮バイオマスの利活用に関して、ご質問や、ご意見、ご要望等があれば自由にご記入下さい(自由記
述）。

こうした自然エネルギーの利活用について、どのような具体的取組を行っていますか。

※の付いた利用法を選択した場合は、別添３の調査票への記入も忘れずに願います。

⑨貴市区町村内において、地域住民やＮＰＯ、民間事業者等が独自でバイオマスの利活用の取組
　を行っていますか。

ない理由

取組内容

　┗（ある場合）記事内容の概要、掲載紙名、日付（できれば掲載面も）を記載いただくようお願いいたします。
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（別紙様式第１号） 

                                                平成  年  月  日 
 
 

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長 殿 
 
 

                                  住    所 
                                  商号又は名称 
                                  代表者 氏 名                     印 
 
 
 

応募に係る事業説明会出席届 
 
 
 

 平成２０年度バイオマス利活用加速化事業の応募に係る説明会へ参加します。 
 
 
 

記 
 

日時：平成２０年９月 10 日（水）11:00～12:00 

場所：農林水産省仮設庁舎会議室 

（仮設庁舎（本館南側）２階 ） 

 

        （担当者） 
          所属・役職 
          担当者氏名 
          電話番号 
          ＦＡＸ番号 
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（別紙様式第２号） 

                                                平成  年  月  日 
 
 

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長 殿 
 
 

                                  住    所 
                                  商号又は名称 
                                  代表者 氏 名                     印 
 
 
 

企画競争に関する応募表明並びに企画提案書の提出について 
 
 
 

 平成２０年度バイオマス利活用加速化事業を受注したいので、別添のとおり企画提

案書並びに事業費積算表を提出します。 

 
 
 
 
 

記 
 

        （担当者） 
          所属・役職 
          担当者氏名 
          電話番号 
          ＦＡＸ番号 

 
 
 
 

（注）表明にあたっては、業務内容を示したパンフレット（又はリーフレット）並び

に民間企業にあっては、営業経歴書および最新の決算（営業）報告書１年分（又

はそれに準ずるもの）を、民間企業以外の者にあっては、定款又は寄付行為及

び最新の決算（営業）報告書１年分（又はそれに準ずるもの）を添付すること。 
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（別紙様式第３号） 
 

企画提案書の様式 
 

 
《注意事項》 
 
１．企画提案書は次頁以降の〔記載例〕に従って記述下さい。 
２．用紙はＡ４版のみとして下さい。 
３．本文の下中央にページを入れて下さい。 
４．提出書類の構成は以下のとおりとし、（別紙様式第３号）（別紙

様式第４号）をまとめて左肩とじして下さい。 
  （別紙様式第３号） 
  ・表紙（裏面に目次をつける）      １枚 
   ・企画提案書：本文（図表等含む） 

       合計１５ページ以内 
  （別紙様式第４号） 
   ・事業費積算表             １枚 
５．資源節約のため、「両面印刷」「再生紙の利用」を推奨します。 
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［表紙］ 

区 分：Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 
（該当記号に○） 
 
提案者名： 

 
 
 

平成２０年度 

 

バイオマス利活用加速化事業 

 

企画提案書 

 
 
 
 
 
 

平成２０年○○月○○日 

 

 

提案者名（法人もしくは団体の正式名称）  ○○○○○○ 

代表者名  ○○ ○○ 

所在地  ○○県 

 

企画提案書の記載内容に関する連絡先 

所 属 ○○○○○○○○ 

      役職名 ○○○○○○ 

      氏 名 ○○ ○○ 

      ＴＥＬ ○○○○－○○－○○○○ 

      ＦＡＸ ○○○○－○○－○○○○ 

      E-mail ○○○○＠○○○○ 

 

 

〔 記 載 例 〕 
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【 本様式に基づき、以下の項目について具体的に記述してください。 】 

【区分Ⅰ・Ⅱ】 

１．提案するモデルプランの概要 
【内容・ページ数】 

・提案するモデルプランの構成の概要、おおよそのページ数・・・・・・・１ページ程度 

・提案するモデルプランの特色、優れた点の概要・・・・・・・・・・・・１ページ程度 

・その他具体的な企画提案内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・任意（必要に応じ） 

 

２．企画提案内容 
【内容・ページ数】 

 ・企画提案する調査事業の全体構成図とその説明・・・・・・・・・・・・１ページ程度 

・その他具体的な企画提案内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・任意（必要に応じ） 

 

３．調査スケジュール 
【内容・ページ数】 

・提案する企画内容に対応した具体的なスケジュール・・・・・・・・・・１ページ程度 
 

４．事業の実施体制 
【内容・ページ数】 

・調査を担当する者の「氏名」「資格」「類似調査の実績」「役割分担」、並びに 

「経理処理等に関する実施体制」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・任意 

・（再委託が必要である場合）再委託が必要な理由及びその内容、想定する再委託先・任意 

 

【区分Ⅲ・Ⅳ】 

１．提案する調査等の概要 
【内容・ページ数】 

・提案する調査等の構成の概要、おおよそのページ数・・・・・・・・・・１ページ程度 

・提案する調査等の特色、優れた点の概要・・・・・・・・・・・・・・・１ページ程度 

・その他具体的な企画提案内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・任意（必要に応じ） 

 

２．具体的な調査等の方法 
【内容・ページ数】 

・提案する調査等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ程度 

・その他具体的な企画提案内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・任意（必要に応じ） 

 

３．作業スケジュール 
【内容・ページ数】 

・提案する企画内容に対応した具体的なスケジュール・・・・・・・  ・１ページ程度 
 

４．事業の実施体制 
・調査を担当する者の「氏名」「資格」「類似調査の実績」「役割分担」、並びに 

「経理処理等に関する実施体制」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・任意 

・（再委託が必要である場合）再委託が必要な理由及びその内容、想定する再委託先・任意 

 

〔 記 載 例 〕 
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（別紙様式第４号） 
 

平成２０年度バイオマス利活用加速化事業 
事業費積算表 

 

区  分 細 区 分 積  算 備  考 

１．調査研究費   

円

調査を実施するための調

査員手当等 

２．事業費  

円

調査を実施するための実

費等 

３．一般管理費 

円

応募団体の直近の財務諸

表に記載の一般管理費比

率を参考に算出。 

４．消費税 

円

 

 

合  計 円

 

 

 （注）受託単価規定等、積算根拠となる資料を添付すること。 
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（別紙様式第５号） 

                                                平成  年  月  日 
 
 

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長 殿 
 
 

                                  住    所 
                                  商号又は名称 
                                  代表者 氏 名                     印 
 
 
 

事業企画採択辞退届 
 
 
 

 平成２０年度バイオマス利活用加速化事業について、○○○○の理由により採択を

辞退いたします。 

  
 
 
 
 

記 
 

        （担当者） 
          所属・役職 
          担当者氏名 
          電話番号 
          ＦＡＸ番号 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

（参考） 

予算決算及び会計令（抜粋） 

 

（一般競争に参加させることができない者） 

第７０条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第２９条の３第

１項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合

を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

を参加させることができない。 

 

（一般競争に参加させないことができる者） 

第７１条 契約担当官等は、次の各号の１に該当すると認められる者を、その事実があっ

た後２年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他

の使用人として使用する者についても、また同様とする。 

① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者 

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得る

ために連合した者 

③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

⑥ 前各号の１に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当

たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般

競争に参加させないことができる。 

 

 

 


